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※必ずお読みください。 

 

 具体的な申告書の記載方法等については、５月下旬に送付予定の申告

書類に同封の冊子「労働保険年度更新申告書の書き方」をご覧ください。 
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令和３年度 年度更新のポイント 

 

１．主な変更点・留意点等 

（１）各種提出書類にかかる押印省略について 

  労働保険にかかる提出書類について事業主及び事務組合の押印が省略さ

れました。例外的に押印が必要なケースは次の二つです。 

  ①事務組合が口座引き落としを行う場合の口座振替納付書送付依頼書（新

規、変更、解除）（各様式「口振様式第１号、２号、３号」）における「金

融機関への届出印」。 

②委託事業場が総コンにより口座引き落としを行う場合の様式である「預

金口座振替依頼書」（組機様式第 12号（甲）、（乙））における「金融機関

への届出印」。 

  なお、様式については押印欄のある旧様式を使用して差し支えありません。 

 

（２）労災保険率及び労務費率 

  令和３年度の変更はありません。 

 ３１業種（水力発電施設、ずい道当新設事業）にかかる平成 30年 4月１日以降に開

始した工事について、労務費率及び保険率に誤りがありました。この業種について還付

が必要となる場合はご連絡ください。また、この訂正に伴い徴収不足が発生する場合で

も、あらたな徴収は行いません。 

 訂 正 前 訂 正 後 

労務費率 19 18 

労災保険率 62 64 

  また、令和３年度以降については、労務費率は「19％」、労災保険率は「62/1000」の

ままで変更はありません。 

 

（３）元請工事のない「一括有期事業報告書」及び「一括有期事業総括表」の

提出省略 

例年、提出する事務組合がありますが、元請工事がない場合、「一括有期事

業報告書」及び「一括有期事業総括表」の提出は不要です。 

 

（４）雇用保険料率 

令和３年度の変更はありません。 

高年齢労働者にかかる保険料の免除措置が、令和２年度の概算保険料から

廃止されていますので、高年齢労働者も含めた申告、納付が必要となります。 
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（５）一括有期事業における事務手続きの留意点 

一括有期事業について、事業主の事務負担軽減のために以下の事務手続き

が不要になっています。 

一括有期事業の地域要件の廃止  

平成３１年４月１日以降に開始した一括有期事業については、地域要件が

なくなっています。したがって、平成３１年４月１日以降に開始した工事で、

令和３年３月３１までに終了した工事については地域に関わらず一括して申

告をしてください。 

  

（６）委託事業主の地域要件の廃止 

  委託できる事業主の範囲は広島県の隣接県に限られていましたが、令和２

年４月１日以降に事務組合に委託した場合の地域要件はなくなっています。  

 

（７）継続一括の認可を受けた事業場の委託解除に伴う処理について 

  継続一括の認可を受けた事業場（親事業）が委託解除となる場合、これま

では委託解除届のほか継続一括の取消申請書を提出することとしていました

が、この取り扱いを令和３年４月１日から廃止します。 

 

（８）年度途中で個別から委託となる場合の取り扱い 

  これまでは年度途中で個別から委託となる場合、その年度末までは個別の

労働保険番号を使用して確定精算することとし、第一種特別加入を希望する

場合には特別加入保険料だけを労働保険事務組合で申告・納付することとし

ていましたが、委託日が令和３年４月１日以降の処理については次のとおり

取り扱いを変更します。 

 ア 委託に伴い第一種特別加入を希望しない場合は、従来どおり年度末まで

個別の労働保険番号を使用して確定精算し、事務組合は翌年度の概算保険

料から申告・納付する。 

イ 委託に伴い第一種特別加入を希望する場合は、委託年月日の前日で個別

の労働保険番号を確定精算し、委託年月日以降の概算保険料については特

別加入分、一般保険料分とも事務組合で申告納付する。 

 

２．申告書の提出、保険料・一般拠出金の納付について 

 

（１）提出書類 

  ① 申告書 

② 労働保険料及び一般拠出金の「申告書内訳」 



 

3 

 

③ 総コン利用組合のみ「申告書内訳総括表」 

④ 電子化した申告書内訳を提出する場合「電子媒体（ＤＶＤまたはＣ 

Ｄ）」 

⑤ 末尾５の一括有期の場合は、「一括有期事業報告書」と「一括有期事  

業総括表」 

 （令和２年度中に終了した元請工事がない場合、提出の必要はありま

せん。） 

⑥ 特別加入者関係で、令和２年度中途に新規加入や脱退により月割計算

の対象者がいる場合には、「特別加入保険料算定基礎額特例計算対象者

内訳」 

 

（２）提出期限・提出先 

①  提出期限：令和３年７月１２日（月）厳守 

②  提出先 ：広島労働局総務部労働保険徴収課 

③  申告受理会：７月９日(金) 

広島合同庁舎１号館附属棟２階（詳細は別途通知） 

 

（３）法定納期（令和３年度） 

 

法定納期 

確定不足、 

一般拠出金 

第１期 

 

第２期 

 

第３期 

口座振替を利用

しない場合の納

期限 

 

７月１２日（月） 

 

１１月１５日（月） 

 

２月１４日（月） 

 

口座振替納付日 ９月６日（月） 

 

 

４ 年度更新業務の流れ 

 

（１）手書き・自コン組合 

  ①「算定基礎賃金等の報告、一括有期事業報告書、一括有期事業総括表」

の配布 

  ② 上記書類の回収 

  ③ 申告書内訳、申告書等の作成 

  ④ 申告書内訳、申告書等の労働局への提出 
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（２）総コン組合 

  ①「算定基礎賃金等の報告、一括有期事業報告書、一括有期事業総括表」

の配布 

  ② 上記書類の回収 

  ③ 賃金データ連絡票の作成及び労保連への提出 

  ④ 申告書内訳、申告書内訳総括表を労保連から受理 

  ⑤ 申告書の作成 

  ⑥ 申告書、申告書内訳総括表、申告書内訳等の労働局への提出 
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国の口座振替納付制度 

 

１ 口座振替納付制度とは 

  納付者である事務組合とその預金口座のある金融機関（口座振替取扱金融

機関に限る）との口座振替に関する契約に基づき、国から金融機関に送付さ

れる納付書に従って、金融機関が振替納付日に当該納付書に記載された保険

料を事務組合が指定した預金口座から引落し、国庫へ振り替えることによっ

て、労働保険料を納付するものです。 

    この制度を利用することにより、事務組合は金融機関に直接出向くことな

く、労働保険料の納付を確実に行え、事務負担の軽減にもつながります。 

 

２ 口座振替の対象となる労働保険料 

 概算保険料、確定保険料の不足額及び一般拠出金 

  ※ 概算減額修正に伴う一般拠出金、確定修正保険料、追加徴収保険料、

追徴金、延滞金等は対象外 

 

３ 滞納事業場が発生した場合 

  滞納事業場が発生した場合は保険料専用口座の残額が振替予定額に達して

いたとしても、口座振替日の前日までに、契約金融機関に対して滞納が発生

している基幹番号の振替を停止し、振替不能の依頼を行った上、滞納額を除

いた金額を納付書により納付してください。この場合、滞納が発生した末尾

（メリット事業場の場合は当該メリット事業場）にかかる口座振替のみを停

止してください。 

 また、滞納事業場が発生した場合は「労働保険料等滞納事業場報告書」を提

出してください。 
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労働保険料等滞納事業場報告書、督促状況報告書、労働保険料等 

納入事業場報告書の記入要領 

 

１ 労働保険料等滞納事業場報告書 

（提出期限：法定納期経過後１４日以内の指定された期限） 

（１）基幹番号の末尾ごとに作成 

（２）報告年月、徴定年度、提出年月日の「元号」については令和「９」を使

用して記入。 

（３）報告年月は法定納期を記入 

  ① １期分：令和３年７月１２日又は９月６日 

  ② ２期分：令和３年１１月１５日 

  ③ ３期分：令和４年２月１４日 

（４）徴定年度は「９－０２」（令和２年度の確定不足であっても同じ） 

（５）徴定区分は次のとおり 

 ① 令和２年度確定不足分：「６２」 

② 令和３年度一般拠出金：「７２」 

③ 令和３年度概算１期分：「２１」 

④ 令和３年度概算２期分：「２２」 

⑤ 令和３年度概算３期分：「２３」 

 

２ 督促状況報告（提出期限：翌月１０日） 

滞納事業場への督促状況を記入し、毎月労働局へ提出してください。 

 

３ 労働保険料等納入事業場報告書（提出期限：翌月１０日） 

（１）滞納事業場の保険料を国へ納付した際に、納付のあった月毎にまとめ労

働局へ提出 

（２）他の記入要領は労働保険料等滞納事業場報告書と同様 

 

 

 ＊納入事業場報告書と滞納事業場報告書の様式が似ていることから、誤って

記載されるケースが散見されます。記入の際は十分ご注意ください。
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一括有期事業総括表の特別加入者欄の記入要領 

 

１ 手書き・自コン組合 

特別加入者

の氏名 

２年度の 

給付基礎

日額 

適

用 

月

数 

区

分 

３年度の  

給付基礎

日額 

広島 市郎 20,000   継 20,000  確定 12 か月、日額変更

なし 

基町 太郎 20,000   変 18,000  確定 12 か月、日額を変更

する 

牛田 四郎 6,000  12 脱  確定 12 か月、3 年 3 月脱

退 

立町 次郎 16,000  6 継 16,000  2 年 10 月から加入 

広島 健太 8,000  5 脱  2 年 8 月中に脱退 

白島 三郎   新 10,000  3 年 4 月から新規加入 

   

２ 総コン組合 

特別加入者

の氏名 

２年度の 

給付基礎

日額 

適用月

数 

３年度の 

給付基礎

日額 

 

確

定 

概

算 

広島 市郎 20,000    20,000  確定 12 か月、日額変更な

し 

基町 太郎 20,000    18,000  確定 12 か月、日額を変更

する 

牛田 四郎 6,000  12 0    確定 12 か月、3 年 3 月脱

退 

立町 次郎 16,000  6 12 16,000  2 年 10 月から加入 

広島 健太 8,000  5 0   2 年 8 月中に脱退 

白島 三郎   12 10,000  3 年 4 月から新規加入 

 

３ 賃金総額の計算方法 

広島 市郎 20,000 円×365 日＝7,300,000 円 

基町 太郎 20,000 円×365 日＝7,300,000 円 
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牛田 四郎 6,000 円×365 日＝2,190,000 円 

立町 次郎 16,000 円×365 日＝5,840,000 円 

5,840,000 円÷12＝486,666.666（１円未満切上げ） 

486,667 円（1 か月分）×6 か月＝2,920,002 円 

広島 健太 8,000 円×365 日＝2,920,000 円 

2,920,000 円÷12＝243,333.333（１円未満切上げ） 

243,334 円（1 か月分）×5 か月＝1,216,670 円 

白島 三郎 確定に係る賃金総額＝０円 

合 計 20,926,672 円 

 ※別添の「特別加入保険料算定基礎額表(月割早見表)」をご確認ください。 
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中小事業主等特別加入（第 1種特別加入） 

 

１ 特別加入期間の算定 

（１） 新たに特別加入者となった者の取扱い 

  ①特別加入申請書（以下「申請書」という）により承認された場合 

原則、申請書の受付翌日から「加入」となり、算定期間は「申請書の受

付翌日の属する月から」から起算します。 

申請書の「特別加入を希望する日」欄に記載された日付により承認され

た場合は、算定期間は「特別加入を希望する日の属する月から」から起

算します。 

②特別加入に関する変更届（以下「変更届」という）により承認された場     

 合 

原則、変更届の受付翌日から「加入」となり、算定期間は「変更届受付

の翌日の属する月から」から起算します。 

変更届の「変更決定を希望する日」欄に記載された日付により承認され

た場合は、算定期間は「変更決定を希望する日の属する月から」から起

算します。 

変更届の「異動年月日」欄の日にちが受付日より先日付となっている場 

合、算定期間は「異動年月日」の属する月から起算します。 

 

（２）特別加入者に該当しなくなった者の取扱い 

①特別加入脱退申請書（以下「脱退申請書」という）により承認された場    

 合 

脱退申請書による脱退は、大きく分けて当然脱退と任意脱退に分けられ 

ます。 

当然脱退（特別加入の加入要件に該当しないもの）と認められる脱退

理由により脱退される場合、算定期間は「脱退申請書の『申請の理由（脱

退の理由）』欄に記載された日にちの属する月まで」となります。 

任意脱退（実態では特別加入の加入要件に該当するが、希望により脱

退するもの）の場合、算定期間は「脱退の承認日の属する月まで」とな

ります。 

脱退申請書の「脱退を希望する日」欄に記載された日付により承認され

た場合は、算定期間は「脱退を希望する日の属する月まで」となります。 

②特別加入に関する変更届（以下「変更届」という）により承認された場 

 合 

原則、変更届の異動年月日をもって「脱退」となり、算定期間は「変更 
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届の異動年月日の属する月まで」となります。 

変更届の「変更決定を希望する日」欄に記載された日付により承認され 

た場合は、算定期間は「変更決定を希望する日の属する月まで」となり 

ます。 

③委託解除の場合 

委託解除日をもって特別加入を脱退する場合において、委託解除届と脱 

退申請書が必要となっていましたが、平成３１年３月１日以降委託解除 

分については脱退申請書の提出が不要となりました。 

なお、委託解除以外の場合（退職、死亡等）は脱退申請書が必要となり 

ます。 

   

２ 特別加入保険料の算定基礎額の特例 

特別加入保険料の月割については、年度途中で加入・脱退した場合、加入

期間（加入月数）に応じた月割計算ができることとなっています。 

月割計算した場合は「特別加入保険料算定基礎額特例計算対象者内訳」（別

紙様式第 2号）を作成し、提出してください。 

作成にあたっては次のことに注意してください。 

 

① 枝番号ごとに小計を算出すること 

② 様式は年度更新時のみ作成し、提出すること 

 

月割の特別加入保険料算定基礎額の計算方法 

 

給付基礎日額×３６５÷１２＝１ヶ月分の保険料算定基礎額 

（１円未満の端数が生じる時は、これを１円に切り上げます。） 

１ヶ月分の保険料算定基礎額×加入月額＝特例による算定基礎額 

（その月数に１ヶ月未満の端数がある時は、これを１ヶ月とします。） 

 

（例） 

給付基礎日額 3,500円 

加入、脱退  加入承認    ２年 5月 15日 

脱退承認   ３年 3月 7日 

１１ヶ月分の保険料算定基礎額  

      ＝(3,500円×365日／12ヶ月（端数切り上げ）)×11ヶ月 

      ＝106,459×11 

      ＝1,171,049円 

11 ヶ月 
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 ＊別添の「特別加入保険料算定基礎額表(月割早見表)」も参照してください。 

 

３ 給付基礎日額 

すでに決定された給付基礎日額の変更を希望する場合、給付基礎日額変更

申請書を提出するか、年度更新の「申告書内訳」にその旨を記載するかのい

ずれかにより、概算保険料からの変更申請を行うことができます。 

受付期間 ①日額変更申請書：前年度３月２日～３月３１日、６月１日～

７月１２日 

     ②申 告 書 内 訳：６月１日～７月１２日 

給付基礎日額変更申請書には、事務組合名等を記載する欄がありませんが、

申請書余白に事務組合の記名をお願いいたします。 

特別加入者の給付基礎日額の申請にあたっては、特別加入者の所得水準に

見合った額で申請するようにしてください。 

なお、給付基礎日額が変更できるのは、先ほどのいずれかの時期のみとな

ります。年度中途で変更することはできません。 

 

４ 特別加入の継続委託 

   特別加入の継続委託とは、特別加入をしたまま、ある事務組合から、別

の事務組合へ日にちを空けずに委託替えをすることをいいます。この場合、

旧事務組合の委託解除の手続きが速やかに行われないと新事務組合の手

続きが行えませんので、ご注意ください。 

（１）提出する書類 

新事務組合は「保険関係成立届・事務処理委託届」とあわせて、旧事務

組合の「委託解除通知書」の写しを添付して提出してください。 

委託解除通知書（写）が添付されない場合は、「継続委託」はできませ 

んので、特別加入申請書を提出してください。 

なお、合併組合は委託届の提出を省略できることになっているので、 

委託解除通知書の提出は不要です。 

（２）継続委託をする前に注意すべきこと 

継続委託する場合、新事務組合は委託事業主から「特別加入が承認さ 

れたことがわかるもの」（特別加入承認通知書、特別加入申請書、特別加 

入に関する変更届等）の写しを提出させることにより、従前の承認内容

等について確認する必要があります。 

委託事業主が承認内容を承知していないときは、新事務組合は委託事業

主に対して旧事務組合から関係書類の写しを入手させる等により承認内

容を確認する必要があります。 
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      したがって、特別加入承認通知書等が届きましたら、委託事業主に交付

することはもちろん、労働保険事務組合もその写しを保管しておいてくだ

さい。 

 

５ 特別加入に関するその他の注意事項 

（１）確定保険料を算出する時点で、使用労働者がゼロになり特別加入者のみ

になった場合、労災給付ができなくなる可能性がありますので、 概算から

脱退の処理を行ってください。 

（２）特別加入は包括加入が原則です。複数の特別加入者がいる場合、特別加

入者の死亡、退職等以外の理由での一部の特別加入者の脱退はできません。 

（３）特別加入申請書、特別加入に関する変更届、特別加入脱退申請書の先出

し申請については、承認を希望する日の３０日前から受理できることと定

められています。３０日より前に提出されても受理はできませんのでご注

意ください。 

（４）特別加入の変更届の「特別加入者の異動」欄を記入する際には、「氏名」

欄の余白に特別加入者でなくなった理由を記入してください。 

（５）特別加入に関する変更届・特別加入脱退申請書を提出する際には、裏面

下段に事務組合の名称・電話番号の記入をお願いします。 
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労働保険料還付請求書の記入要領 

 

１ 年度更新時に還付請求書が必要な場合 

（１）一つの末尾において、令和２年度の確定保険料と申告済概算保険料を比

較して、申告済概算保険料の方が多い場合は、令和３年度の概算保険料に

充当するが、充当してもなお申告済概算保険料が余る場合 

  → 他の末尾や一般拠出金に充当も可能ですが、原則、還付となります。 

 

（２）令和２年度メリット事業場で令和３年度から非メリットとなる事業場に

おいて、令和２年度の確定保険料と申告済概算保険料を比較して、申告済

概算保険料の方が多い場合（過納となった場合） 

  → 当該事業場の令和３年度の概算保険料を申告する末尾（母体）に充当

となります。 

 

（３）合併により、廃止となる労働保険番号において、令和２年度の申告済概

算保険料が確定保険料よりも多い場合（過納となった場合） 

→ 統合先の労働保険番号に充当となります。 

 

２ 記入要領 

（１）末尾ごとに記入すること。 

（２）①欄は還付金を振り込む口座（事務組合の口座に限る）を記入すること。 

ただし、充当により還付金の振込みがない場合は、記入する必要はあり

ません。 

（３）②欄は充当元の保険料の額を記入し、充当額を記入した後、最終的な還

付請求額を記入すること。 

（４）③欄は充当がある場合に、充当先の労働保険番号、種別、充当額を記入

すること。 

 

３ 提出時期 

  申告書や申告書内訳等の提出書類と一緒に広島労働局に提出すること。 
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